
 小　計　　 ４種類　　 １２回　

12,690

12. 5(月)～12.16(金)　　　　　　　　　　　　　　　②

　小　計　　４種類　　　６回 494 104

12

2,185

95 95

1,200

新任労働基準監督官Ⅰ <前期> 90 32 2,880

141 9,290

1,61517  1.26(木)～ 2.17(金)

1,000

1,000

23

1,200

10

100 10.17(月)～10.28(金)10 12

                 　  <後期> 90

労働行政職員　　　　　　　　　①

100

　　平成23年度の研修一覧

研修の名称 延べ日数 延べ日数 期間

新任労働基準監督官Ⅱ 95

19
基
　
　
　
礎
　
　
　
研
　
　
　
修

(A×B) (A×C)(A) (C)
人員研修類型 実日数

(B)

30

(休日を含む)

総日数
(休日を含む)

厚生労働省新規採用職員 5  4.11(月)～ 4.15(金)5

45 4,050

3,960

2,700

 5.10(火)～ 6.22(水)

 8.29(月)～10.12(水)

44

580  3. 5(月)～ 3.14(水)

580 11.30(水)～12. 9(金)

290

 1.11(水)～ 1.20(金)280 350

45 18 25 810 1,125

　
　
　
　
　
上
　
　
　
　
　
　
　
級
　
　
　
　
　
　
　
研
　
　
　
　
　
　
　
修

厚生労働本省職員（職業安定行政系） 35 8 10

11.15(火)～12. 9(金)労働基準監督官　　　　　　　　①

　　　　　　　　　　　　　　　② 45 18 24 810 1,080  1.11(水)～ 2. 3(金)

労働基準行政職員　　　　　　　① 45 8 10 360 450 10.24(月)～11. 2(水)

　　　　　　　　　　　　　　　②技 20 8 10 160 200 11.30(水)～12. 9(金)

　　　　　　　　　　　　　　　③ 45 8 10 360 450  2.15(水)～ 2.24(金)

職業安定行政職員　　　　　　　① 58 8 10 464 580  6.29(水)～ 7. 8(金)

　　　　　　　　　　　　　　　② 58 8 10 464 580  7.20(水)～ 7.29(金)

　　　　　　　　　　　　　　　③ 58 8 10 464 580 11. 9(水)～11.18(金)

　　　　　　　　　　　　　　　④ 58 8 10 464

8 10 464 580  1.11(水)～ 1.20(金)　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 58

　　　　　　　　　　　　　　　⑥ 58 8 10 464

19,825

583 116 149 5,564 7,135

14,854

一
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
研
　
　
　
　
　
　
　
　
修

 　計     　８種類     １８回 1,077 220

1



 4.18(月)～ 4.22(金)

 2.27(月)～ 3. 9(金)10

放射線管理（上級） 328 4 4

450 540

540

10

 6. 6(月)～ 6.17(金)

 6. 6(月)～ 6.17(金)

480

 8.29(月)～ 9. 9(金)

450 540

 6. 6(月)～ 6.10(金)

 6.20(月)～ 7. 1(金)

10

12 450

12

50

60

労働基準監督官

5

　　　　　　　　　　　　　　　②

5

188

11

12 300 360

188  6.14(火)～ 6.17(金)

375

250

3005

10 12

5 250

960800

 7.25(月)～ 7.29(金)

540

 5. 9(月)～ 5.13(金)

 4.11(月)～ 4.15(金)

11. 7(月)～11.18(金)

11. 7(月)～11.18(金)

　　　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　 　　　　　 　　④

産業安全専門官

10

労働衛生専門官

放射線管理（基礎）

労災補償訟務

　　　　　　　　　　　　　　　③

労災保険給付　　　　　　　　　①

賃金指導業務

5

575

50

45

60

職業指導Ⅰ　　 　　　 　　　　①

労災保険求償債権

　　　　　　　　　 　　　　 　③

45

60

労災診療費審査

45

480

10

60 60010

5

450

12

45

5

300

10

300

300

12

8

300

600

600

375

8

480  2. 1(水)～ 2.10(金)

11.30(水)～12. 9(金)

300

5

8 10.12(水)～10.21(金)

労災補償保険審査 55

60 5

 4.18(月)～ 4.22(金)300

30

1210

5 530

32  9.13(火)～ 9.16(金)

400  1.16(月)～ 1.27(金)

 7.19(火)～ 7.29(金)

480

150

270 33030

400安全衛生専門      〈前期〉 40 480

250 10. 3(月)～10. 7(金)

10 12

250

5 5 250

5  9.26(月)～ 9.30(金)250

200  5. 9(月)～ 5.13(金)

300

47 4

研修の名称 延べ日数 延べ日数 期間
(A×B)

研修類型

5

5

10

9

50

　　　　　　　　　　　　　　　②

労働保険適用徴収　　　　　　　①

労働紛争調整官

新任労働保険適用徴収業務担当者

60

                  〈後期〉 40

専
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
修

40

80

 8.29(月)～ 9. 9(金)

4

360

5

(A)
人員

(休日を含む)

総日数
(B)

実日数
(C) (A×C)

(休日を含む)

200

 5. 9(月)～ 5.13(金)150

メンタルヘルス担当者

検査業務 30 30010 12

60

2



11. 9(水)～11.18(金)

12.12(月)～12.16(金)

 2. 6(月)～ 2.10(金)

150 150

150 150

30 5 5

30 5 5

　　　　　　　　　　 　　　　 ②

45 8 10

8

11.15(火)～11.25(金)

300 300

 7.11(月)～ 7.15(金)

384 480

雇用保険　　　　　　　　　　　① 60

150

384

 9.28(水)～10. 7(金)

1,140

　　　　　　　　　　　　　　　② 60 5 5

300 3005

900

期間

 6.27(月)～ 7.15(金)1,140

45 5

10.12(水)～10.21(金)

45 8

 2.13(月)～ 3. 2(金)

450360

延べ日数

60

60

 8.29(月)～ 9. 2(金)

19

450

225

19

5 225

11 360 495

900

10

386

480

384

 1.11(水)～ 1.20(金)

16,026

 4.18(月)～ 4.26(火)

 9. 5(月)～ 9. 9(金)

540

180  9. 5(月)～ 9. 9(金)

333 小　計　　３０種類　　４６回 2,185 18,641

毎月勤労統計調査

　　　　　　　　　　　　　　　③

需給調整事業関係業務

地方障害者雇用担当官等

事業主指導　　　　　　　　　　①

　　　　　　　　　　 　　　　 ③

　　　　　　　　　　　　　　　②

職業指導Ⅱ（Ｂ）　　　 　　　 ①

48 8

48

7

10. 5(水)～10. 7(金)141141

188 188 10.25(火)～10.28(金)

5

180

347 3

4

36 5 5

47

10

576

150

360

9

480

 1.23(月)～ 2. 3(金)

10

420

10

30 4.18(月)～ 4.22(金)

48 10 12

5 5

48 10 12 480

実日数

 7. 4(月)～ 7.15(金)576

(休日を含む)

15

15

(B) (A×B) (A×C)
総日数

(休日を含む)

(C)

45 8

(A)
延べ日数研修類型 研修の名称 人員

　　　　   <後期>

　　　　　　　　　　　　　　　②

専
　
　
　
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
　
　
　
研
　
　
　
　
　
　
　
　
修

職業指導Ⅱ（Ａ）　　　 　　　 ①

　　　　　　　　　 　　　　 　②

職業指導Ⅲ　　　　　　　　　　①

障害者雇用 <前期>

　　　　　　　　　　 　　　　 ②

債権（雇用勘定）

求人事業所サービス　　　　　　①

雇用均等行政

4

 6. 1(水)～ 6.10(金)

45 5 5 225 225

60

48

 9.12(月)～ 9.16(金)

4808

3



　　 小  計  　４種類   １３回

管

理

監

督

者

研

修

労働基準監督署課長（Ａ）

　　 総　計  ４２種類   ７７回 3,957 608 733 33,870 41,596

695

公共職業安定所長　　　　　　①

　　　　　　　　　　　　　　②

 　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 55 4 4 220  6.21(火)～ 6.24(金)

 　　　　　　　　　　　　　　　　　④ 55 4 4 220 220  6.14(火)～ 6.17(金)

 5.31(火)～ 6. 3(金) 　　　　　　　　　　　　　　　　　③ 55 4 4 220

 5.17(火)～ 5.20(金)

 5.24(火)～ 5.27(金)

220 220

220 220

50 4

70 7

50 4

4

4

(B)
実日数 総日数

50 4

450 4

人員研修の名称 延べ日数 延べ日数 期間
(A×B) (A×C)

研修類型
(A)

(休日を含む)

4 200 200

 4.19(火)～ 4.22(金)200200

 4.12(火)～ 4.15(金)

4

　　　　　　　　　　　　　　③ 50 4 4 200 200  5.10(火)～ 5.13(金)

4909

200  7.26(火)～ 7.29(金)

630 5.19(木)～ 5.27(金)

200 200  9.27(火)～ 9.30(金)

4

44

4

55 57 2,990 3,130

220

220

　　　　　　　　　　　　　　②

公共職業安定所課長・統括職業指導官 ①

 　　　　　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　　③

200 200  4.12(火)～ 4.15(金)

(C)

(休日を含む)

55

55

50

労働基準監督署長

4

 9.13(火)～ 9.16(金)2004 200

　　　　　　　　　（Ｂ） 　 ① 20050 4

4




